
令和７年１０月２７日 

件名 市営駐車場（城址第二地下駐車場・ウエストパーク１０００）における子育て応援 

  専用区画の設置について

 子育て世帯が出かける際には、おむつや哺乳瓶、ベビーカーなど、大変多くの荷物を持 

参しなければならず、どうしても車での移動が多くなります。 

 出かけた先の駐車場では、限られた駐車スペースの中でチャイルドシートからお子さん 

を降ろしたり、さらにベビーカートへの乗せ替えなど、隣の車両に接触しないよう気を使 

いながら利用されている状況があります。 

このたび、市と都市整備公社（指定管理者）では、下記市営駐車場においてチャイルド 

シートからの乗り降り、ベビーカートへの乗せ替えなど、駐車後に次の移動の準備がゆっ

くりと安心してできるスペースを確保した子育て応援専用区画を設置いたしましたので、

多くの市民の皆様にご利用いただきたいと考えております。

記 

（１）設置場所・利用時間

①城址第二地下駐車場（市役所本庁舎地下１階）

駐車区画； ７台（駐車区画隣のお出かけ・おかえり準備用スペースを活用する）

７：３０～２２：３０（休日は９：００～２２：３０）

②ウエストパーク１０００（旭町３４－１）

駐車区画；１０台（駐車区画隣のお出かけ・おかえり準備用スペースを活用する）

２４時間利用可

（２）運用開始日

令和７年１０月２８日（火）

（初日のみ城址第二は 10：00～、ウエストパーク 1000 は 11：00～の開放とさせていただきます。） 

（３）利用対象等

使用する際に事前申請などの必要はなく、妊娠中の方や就学前６歳未満の幼児を乗車

させている方（チャイルドシート装着車）であればどなたでも利用できます。 

通常１台分の駐車料金のみで、特別な料金はかかりません。 

（４）専用区画について

※ 添付資料１～４ 参照

【本件に関する問い合わせ】 

高崎市都市整備公社事業課

電話： 027-32７-6７１9 

高崎市都市整備部都市計画課

電話： 027-321-1269  
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子育て応援専用区画 概略図 

車両駐車位置 車両駐車位置 

●駐車後、このスペースを活用してチャイルドシートからお子さんを降

ろしたり、ベビーカートへの乗せ替え、移動の準備ができます。

●両サイドの車両が相互に利用できるスペースです。

（区画場所によっては、片側のみ利用していただく区画もあります。） 

＜ご利用いただける方＞ 

利用にあたっての事前申請はなく、妊娠

中の方や就学前６歳未満の幼児を乗車させ

ている方（チャイルドシート装着車）であれ

ばどなたでもご利用いただけます。 

（チャイルドシート装着車には、お子さんの体格によってジ

ュニアシートを装着されている場合も含みます。） 

添付資料１ 



城址第⼆地下駐⾞場（地下１階）⼦育て応援専⽤区画設置位置及び案内看板配置図

庁舎側駐⾞場出⼊⼝

壁に貼り付け

壁に貼り付け

シティギャラリー側

出⼊⼝

シティギャラリー側

出⼊⼝
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ウエストパーク1000（２階）⼦育て応援専⽤区画設置位置及び案内看板設置図

１階南側出⼊⼝看板

１階北側出⼊⼝看板

デッキ・高島屋・OPA・駅方面
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